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静
岡
県
と
県
内
市
町
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
業
主
の

皆
さ
ん
に
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
市
民
税
第
一
担
当

1（
55
）2
7
3
4

5（
53
）0
9
7
4
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事
業
主
が
従
業
員
に
支
払
う
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
を
天
引
き
し
、
従
業
員
に
か
わ
り
各
市
町
に
納

入
す
る
方
法
で
す
。

市

町

特
別
徴
収
義
務
者
（
事
業
主
）

納
税
義
務
者
（
従
業
員
）

給与支払報告
書の提出
（1月31日まで）

税額の
計算

「特別徴収税
額決定通知書」
の送付（特別
徴収義務者の
指定）
（ 5月31日まで）

個人住民税の
納入
（翌月10日まで）

特別徴収税額
の通知

個人住民税の
天引き（6月か
ら翌年5月給
与支払い時）

特別徴収の流れ

1

2

3
4

5

6

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

（
１
月
31
日
ま
で
）

例
年
ど
お
り
１
月
31
日
ま
で
に「
給

与
支
払
報
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
後
、
特
別
徴
収
と
す
る

従
業
員
を
把
握
し
ま
す
。
ま
た
、
特

別
な
理
由
に
該
当
し
、
普
通
徴
収
と

す
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
使
用
し
て

い
た
仕
切
り
紙
の
か
わ
り
に
、「
個
人

住
民
税
の
普
通
徴
収
へ
の
切
替
理
由

書
」
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
普
通
徴
収
と
は
、
従
業
員
が
各
市

町
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書

に
よ
り
、
年
4
回
の
納
期
で
納
付

す
る
方
法
で
す
。

税
額
の
計
算

所
得
税
と
違
い
、
各
市
町
で
税
額

を
計
算
し
ま
す
。
特
別
徴
収
す
る
金

額
は
、
年
税
額
と
各
月
ご
と
の
税
額

を
記
載
し
た
「
特
別
徴
収
税
額
決
定

通
知
書
」
を
各
市
町
か
ら
送
付
し
ま

す
の
で
、
事
業
主
の
皆
さ
ん
が
税
額

を
計
算
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知

書
」
の
送
付
（
特
別
徴
収
義

務
者
の
指
定
）（
5
月
31
日
ま
で
）

5
月
31
日
ま
で
に
「
特
別
徴
収
義

務
者
指
定
通
知
書
」「
特
別
徴
収
税
額

決
定
通
知
書
（
事
業
主
用
・
従
業
員

用
）」「
納
入
書
」な
ど
を
送
付
し
ま
す
。

富
士
市
で
は
、
5
月
中
旬
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
を
行
っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
業

主
は
、
各
市
町
か
ら
特
別
徴
収
義
務

者
に
指
定
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
税
額
の
通
知

事
業
主
の
皆
さ
ん
か
ら
従
業
員
へ
、

「
特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書（
従
業

員
用
）」
を
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
住
民
税
の
天
引
き

6
月
か
ら
翌
年
5
月
ま
で
の
年
12

回
、
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
、

送
付
さ
れ
た
「
特
別
徴
収
税
額
決
定

通
知
書
（
事
業
主
用
）」
の
金
額
ど
お

り
に
個
人
住
民
税
を
天
引
き
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

個
人
住
民
税
の
納
入

天
引
き
し
た
個
人
住
民
税
は
、
月

ご
と
取
り
ま
と
め
た
金
額
を
納
入
書

に
記
載
し
、
翌
月
の
10
日
（
10
日
が

土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
翌
営

業
日
）
ま
で
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
え
ば
、
6
月
分
の
給
与
か
ら
天
引

き
し
た
個
人
住
民
税
は
、
7
月
10
日

ま
で
に
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
個
人
住
民
税
特
別
徴
収
制
度
に
関
し

て
詳
し
く
は
、
静
岡
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

Fhttp://w
w
w
.pref.shizuoka.jp/s

oum
u/so-140/tokubetutyousy

uu.htm
l

◆
特
別
徴
収
と
は

12

3456

※

個
人
住
民
税
は
、
所
得
税
と
同
じ
く

給
与
か
ら
天
引
き
し
て
い
た
だ
き
ま
す

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

 


